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函南町地域公共交通網形成計画

1 はじめに

1-1 計画策定の背景と目的

(1)地 域公共交通 を取 り巻 く社会 的背景

2007年 (平成19年)10月 1日 |こ「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律※1」 が施行

され、地域公共交通の活性化・再生に関して、市町村を中lbと した地域関係者が連携して取り組

むための制度が確立されました。

2013年 (平成25年)12月 には、交通に関する基本理念等を明らかにする「交通政策基本法※2」

が施行され、地方公共団体においては「国との適切な役割分担を踏まえ、その地方公共団体の区域の

自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、実施する責務を有する」とされています。

これに加え、人□減少や高齢化社会の到来、交通弱者の増加等に伴う等の社会的情勢の変化に

対応し、持続可能な地域公共交通網の形成に資するよう地域公共交通の活性化及び再生のための

取り組みを推進することも追加された法律の改正案※3が2014年 (平成26年)年5月に成立し、

2014年 (平成26年)11月 より施行され、地方公共団体が先頭に立って、関係者の合意の下に、

持続可能な地域公共交通網を形成する取り組みを支援する制度が強化されました。

※ 1「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」

近年における急速な少子高齢化、自動車社会の進展により地域公共交通の維持に困難を生

じていること等の社会経済情勢の変化に対応し、地域住民の自立した日常生活及び社会生活

の確保、活力ある都市活動の実現、観光その他の地i或間交流の促進並びに交通に係る環境への

負荷の低減を図る観点から、市町村を中心とした地域関係者の取り組みを総合的、一体的 |こ推

進するための法律

※2「交通政策基本法」

国民等の交通 |こ対する基本的な需要が適切に充足されることが重要であるという認識の下

に、政府が推進する交通に関する施策についての基本理念を定め、交通に関する施策を総合的

かつ計画的に推進し、国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図るための法律

※3「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正案」

2013年 (平成25年)末に成立した交通政策基本法の基本理念に則り、持続可能な地域公

共交通網の形成に資するよう地域公共交通の活性化及び再生のための取り組みを推進する旨

を目的にした改正案

(2)函南町における地域公共交通のあゆみ

本町では、これまでに路線バス運行の廃止を巡り、交通事業者と複数回の調整経緯があり、現

在、運行経費の一部を町費により補助して運行本数を維持している状況です。また、生活のため

の交通手段を自主的に確保している取り組みもみられます (丹那地域、ダイヤランド地i或など)。

ただし、丹那地域の自主運行タクシーは、利用者数が減少傾向にあり、運行地i或が縮小基調に

ある点も特徴的です。

2015年度 (平成27年度)には、地方創生事業の一環として「函南町地域公共交通導入のため

の実証実験」を実施し、実験路線の利用実態や乗客の意識調査をアンケートによって把握し、そ

の結果を踏まえ、伊豆箱根バスはダイヤ改正を実施しました。

2016年度 (平成28年度)地域公共交通分析・評価業務および2017年度 (平成29年度)|こ

自治会を対象に函南町地域公共交通意見交換会を開催し、2018年度 (平成30年度)に本町を取

り巻<地域公共交通の現況を整理・把握しています。



函南町地域公共交通網形成計画

表 :函南町における地域公共交通のあゆみ

年 内 容

2003年 (平成15年)9月 沼津登山東海バスが運行していた町内の15路線中9路線が

廃止される

2005年 (平成17年)4月 丹那地1或 (丹那区、畑区、雪之沢区、軽井沢区、田代区)が
自主運行の巡回バスをスタートさせ、 2路線を設定する

2006年 (平成18年)10月
沼津登山東海バスから、運行が維持されていた6路線中3路

線 |こついて廃止意向の申し出が提出される

2008年 (平成20年)3月末

町からの要請により、伊豆箱根バスから、2008年 (平成20
年)11月 より沼津登山東海バスの路線等を継承する形で運

行を引き継ぐ旨の報告を受ける

2013年 (平成25年)4月

丹那地域 (丹那区、畑区、雪之沢区、軽井沢区、田代区)で
自主運行されていた巡回バスが、丹那区だけの「丹那区自主

運行タクシー」に移行して運行が開始される (現在6人/月

程度の利用)

2014年 (平成26年)10月
町は、2015年度 (平成27年度)より畑毛路線の運行経費

の一部を町費により補助し、現状の路線を維持することを決

定

2015年 (平成27年)2月 『安心まちづ<り部会』が開催され、提言書案 (路線図案)

が示される

2015年 (平成27年)3月

2014年度 (平成26年度)の国の地域活性化・地域住民生

活等緊急支援交付金として「函南町地域公共交通導入のため

の実証実験業務」が採択され、2015年度 (平成27年度)

予算に繰越される

2016年 (平成28年)1月 実証実験を実施 (3路線)

2016年 (平成28年)5月 函南町まちづ<リセミナー「日常生活における交通について

考えてみよう」を実施

2016年 (平成28年)10月
実証実験の結果をふまえ、伊豆箱根バスのダイヤが改正。畑

毛温泉発の時間繰り上げ等

2016年度 (平成28年度 ) 区長および町民アンケートの実施

2017年 (平成29年)2月 自治会を対象 |こ函南町地域公共交通意見交換会を開催

2018年度 (平成30年度 ) 函南町を取り巻く地域公共交通の現況を把握

2019年 (令和元年)5月 函南町地域公共交通会議 (法定協議会)が発足

2019年 (令和元年)6月
伊豆箱根バス (町内運行路線を対象)の利用者アンケート調

査を実施

2020年 (令和 2年 ) 函南町地上或公共交通網形成計画の策定 (予定)

~ 
√
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(3)函南町地域公共交通網形成計画策定の目的・意義

① 目的

全国的な地域公共交通を取り巻く社会的背景や本町における地域公共交通のあゆみを踏まえ、

地域にとって望まし<、 また持続可能な地域公共交通網を形成するための公共交通運行の実現に

向けて、「函南町地域公共交通網形成計画」を策定することとしました。|

本計画の策定にあたっては、「第六次函南町総合計画」、「函南町都市計画マスタープラン」、「東

伊豆・中伊豆地域公共交通網形成計画」の方針に基づき、地域住民や利用者の意見を汲み取るた

めの地域公共交通検討会や地域公共交通懇談会を開催するなど、地域の実状に即した地域公共交

通体系の構築を目的としました。

なお、公共交通を取り巻<環境の変化に対応するため、計画の進捗状況を見極めながら、必要

に応じ見直しを行います。

② 意義

◆地域公共交通政策の「憲法」

本町の公共交通ネットワークの形成をどのような考え方で進めるかを示したものです。政策

の継続性も確保されます。

◆関係者間の連携強化

地域公共交通会議を通じて、交通事業者や関係機関とともに、協議・意見交換・合意のもと

|こ計画策定を進めることで、行政と事業者、関係機関の歩調を合わせた計画づ<りができ、関

係者間の連携強化が図れます。

◆公共交通機関同士の役割分担の明確化と連携強化

本計画は、単一の公共交通機関の運行計画だけでなく、本町全体の公共交通を「ネットワー

ク」として総合的に捉えるものです。地域全体のネットワークのあり方について、鉄道・バス・

タクシー等を一体として検討することで、地域で活用できる公共交通機関全体の連携を強める

とともに、効率性を高められます。

-3-



函南町地域公共交通網形成計画

1-2 計画の位置づけ

本計画は、「交通政策基本法」、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に則り、持続可

能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するために策定します。

また、本町のまちづ<りの指針を示した「第六次函南町総合計画」を踏まえ、『環境・健康・交

流都市 函南』～ 住んでよし 訪れてよし 函南町 ～ を基本理念とし、地域公共交通網の形成

|こ向けて、利用しやすい公共交通の充実を図ります。さらに、関連する計画との整含・連携を図

りながら、拠点の形成と 誰もが利用できる 利用した<なる公共交通網を形成するための計画と

して位置づけます。

法制度 関連計画

交通政策基本計画

(2014年 度～2020年度 )

地域公共交通の活性化及び再生の

促進に関する基本方針 (2014年 11月 )

第 5条 (地域公共交通網形成計画)

市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区1或 内の市町村と共同して、当該市町村の区域内につい

て、持続可能な地上或公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画を作成することができる。

l本町の上位計画 |

L¨ ¨ _¨ ¨ ¨ _¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ __¨ ¨
:

即す

i本町の関連計画 |

1広域の関連計画 |

L_¨ _¨ _¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
l

調和

連携

計画の位置づけ

東伊豆口中伊豆地域公共交通網形成計画第六次函南町総合計画

函南町都市計画マスタープラン

函南町立地適正化計画

-4-
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１

●
■

■

地域公共交通の活性化及び

再生に関する法律 (2014年 11月 )

交通政策基本法

(2013年 12月 )
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1-3 計画区域

計画区域は、通勤、通学、買い物、通院などの日常生活圏内とし、“函南町全域"と “行政界 |こ

隣接し、路線バス等による公共交通網を形成している伊豆箱根鉄道大場駅を含む区域"と します。

凡例

1:I行政界

Eコ 市街化区域

JR東海道本線

伊豆箱根鉄道駿豆線

図 :計画区1或

1-4 計画期間

本計画の計画期間は、2020年度 (令和2年度)から2024年度 (令和6年度)までの5年間

とします。

なお、本計画は、上位計画の見直しや社会情勢の変化等に合わせて、適宜麟要な見直しを行う

ものとします。

-5-



函南町地域公共交通網形成計画

2 地域公共交通、地域公共交通の担い手・協議組織の役割

2-1 公共交通機関の役割

町内には鉄道、路線バスのほか、自主運行バス、タクシー、自主運行タクシーが運行されてい

ます。

それぞれの交通機関の役割を明確にし、町民の移動手段を確保するため互いに連携した公共交

通網を形成します。

表 :公共交通機関の現状

2-2 その他の交通機関の役割

その他の交通機関として、町内には公共交通機関のほか、福祉有償運送、病院や集客施設、別

荘地 (エメラル ドタウン)オーナーのための送迎バス、スクールバスが運行されています。

表 :その他の交通機関

交通機関 役 害」(位置づけ) 事業者 0路線

償

送

有卜
■

カ
ロ福

運

タクシー等の公共交通機関では十
分な輸送サービスが確保できない

要介護者、身体障害者等に対して行
うドア・ツー・ ドアの個別輸送サー

ビス

NPO法 人シー・ディー・ シー

他

ス

ヽ
ノ

４
υ

迎

そ

送
学校、病院等特定施設の利用者のみ
が利用できる交通機関

函南中学校スクールバス

N丁丁東日本伊豆病院・新光会伊豆函南病

院および伊豆平和病院送迎バス

湯～ トピアかんなみ送迎バス

エメラル ドタウンバス

-6-―           ‐

交通機関 役 害」(位置づけ) 事業者・路線

鉄    道

他都市との広域的な移動を担う、大

量の移動需要に対応できる広域幹

線公共交通機関

JR東海道本線

伊豆箱根鉄道駿豆線

路 線 バ ス

伊豆箱根バス株式会社
JR函南駅一畑毛温泉線

伊豆箱根鉄道大場駅一JR函南駅線

伊豆箱根鉄道大場駅一人場分譲地線

熱海駅一伊豆箱根鉄道大場駅前線

自 主 運 行

バ   ス

主に地域内の移動手段として、交通

拠点から各地区を結ぶ支線公共交

通機関

株式会社東海バスオレンジシャトル

南箱根ダイヤランド循環バス

タ ク シ ー

鉄道やバス等では対応が難しい少
量の移動需要などに対応し、よりき
め細かいサービスを提供する地域
公共交通機関

函南タクシー株式会社

株式会社風

伊豆箱根交通株式会社

自 主 運 行

タ ク シ ー

自主運行バスを小型化し、交通拠点
から各地区を結ぶ支線公共交通機

関

丹那区自主運行タクシー

地域幹線として、地i或の交通拠点間

を結ぶ幹線公共交通機関
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2-3 地域公共交通の担い手・協議組織

公共交通の維持や利用促進をするためには、行政 (町・県)と交通事業者のみではな <、 町民

や地域の参画による公共交通ネットワークの構築が不可欠です。

また、公共交通の確保、維持、改善について、地域公共交通会議や地域公共交通に関する懇談

会等で意見を交わすことで、各地域の特性や住民のニーズに応じたデマンド交通の導入や自主運

行バスの推進などを含んだ交通空白地域の解消と公共交通の活性化を目指します。

さらに、本計画に基づく地域公共交通事業については 中ヽ部運輸局静岡運輸支局 (国土交通省)

や静岡県公安委員会に確認・ 報告の上で推進します。

表 :地域公共交通の担い手の役割

担い手 役   害」

交通事業者
利用者の安全を第一に考えた運行を行うと共に、更なる利便性向上

や収支改善|こ向けた努力や提案を行います。

地域住民
地域での懇談会等への参加や公共交通の利用などを通じて、公共交

通を自分たちで創り、守り、育てていきます。

施設事業者

観光事業者

施設の利用促進・集客力向上とあわせて、地域の魅力向上 |こ努め、

公共交通によるまちづ<りを担う一員として参画します。

函南町

情報発信や地域ごとの懇談会などによる町民との対話を行いなが

ら、町民の公共交通 |こ対する意識を高め、利用促進や公共交通の確保・

維持・改善 |こ努めます。

表 :地域公共交通 |こ 関する協議組織等

協議組織 役   害」

地域公共交通会議

(法定協議会)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づ<、 地i或公共交

通の活性化及び再生のための地域における主体的な取り組みや創意
工夫を総合的、―体的かつ効率的に推進し、本計画に掲げた事業を協

議する組織

地域公共交通
|こ 関する懇談会等

町民や地域の参画による公共交通の確保、維持、改善についての意

見交換を行う会合

東伊豆・ 中伊豆地域
※公共交通活性化

協議会

地域公共交通ネットワークが他の市町に跨る運行計画・事業計画を
計画する場合に、他の市町や静岡県と協議・調整する組織

※沼津市 (静浦、内浦、西浦地域)、 熱海市、三島市、伊東市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、函南町

表 :その他の関係機関

関係機関 役   害」

中部運輸局

静岡運輸支局

(国土交通省)

地域公共交通に関わる運行計画・事業計画を進めるにあたって、活

用可能な補助制度や法律上の手続き、技術支援等、中立的な立場から

ア ドバイスを行います。

また、道路運送法による事業の申請書に対して審査・認可を行います。

静岡県公安委員会

地域公共交通ルートの変更や新規導入の際に、道路交通法を遵守
し、道路交通の安全性を確認します。確認の申請に対して、審査・認

可を行います。

7
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3 本町の現況と課題

現状

人口
◆人口減少・少子高齢化も進展・今後も深刻化

・人□が減少し、少子高齢化も進展している

・2045年 (令和27年 )の人□は現在の70.O%、
高齢化率は43.1%|こ上ると推計されている

◆昼間人口が低く、町外への通学・通勤が多い

・通勤 0通学の人□流動は流出超過、ベッド
タウンとしての性格を有する

|◆

交通特性

周辺都市と連絡する道路網が発展しているが混雑
・伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路等、周辺都市ヘ

の連絡性が高い

・国道136号の一部区間・

度が高い

自家用車の利用環境は限られている
0自分専用または家族共有の自動車を保有しない世帯が
308%となつている

・自家用車運転免許保有率は699%、 20歳代、60歳代
が他年代より低い

利用者・地域の二…ズ

(本計画の策定に至るまでに実施した調査等)

公共交通事業

◆交通空自地域が多く、公共交通の利用
状況も低い

・民間の路線バスは伊豆箱根鉄道大場駅
とJR函南駅を基点|こ運行し、伊豆箱根
鉄道伊豆仁田駅を拠点とするバス路線
はない

・市街化調整区域の集落部は広範囲で交
通空白地域である

0代 表交通手段分担率は、自動車が
75.5%となつている

・公共交通の代表交通手段分担率は鉄道
が4.3%、 ノヾスがO.4%となつている

・タクシーの利用者数は全体的に減少傾
向である

・ 自主運行タクシーの利用者数が少なしヽ

(年間70人程度)

・福祉有償運送の利用者数は増加してい

るものの、年間250人程度である

・路線バスの実証実験では、利用者が少
ない路線や利用者が全<ないバス停も
多い

・スクールバスの利用者数 (生徒数)が減
少している

田駅で横ばい、伊豆箱根鉄道大場駅・JR
函南駅で減少している

・路線バスは運行欠損額の一部を町からの

補填を受けて運行し、運転手不足などの

課題を有している

導入意◆市街地外での公共交通の満足度は低いものの、
向がない地蝙出多い
・市街化調整区域の多くでは現状の公共交通に対じ両足し

ていない割合が半数を超えている

・交通空白地域の多<では新規公共交通を必要とし、経

済的負担を肯定する割合が半数を超えている

・路線バスや自主運行バス路線沿線の地域では地域公共

交通導入意向が無い地域も多い

◆路線バスの利用者は、交通弱者が多い
0バス利用者の685%がバスを週 2日 以上利用 して
しヽる

・バスを利用する理由として「他に手段がない」が
41.8%となつている

・バス利用者の88.5%が鉄道へ乗り継ぎしている

・バスの便数、運行時刻等の運行に関する項目の満足度
が低い

―

―
―

―

‐

・ 既存交通機関は、利便性を向上し 町民の利用促進
|

を図咲 1晋来|こわたる町民の移動手段を確保   :
°父通空白地域・不足地域の改善        :

・ どこでも誰もが使いやすい公共交通体系の構築  |

・既存路線バスの見直しや、新たな地域交通の導入 |1 骨格軸となる公共交通網を形成

・地域住民の利用促進|こ関する取組の実施    |:・ 既存の公共交通の維持、利便性向上を図る

「

~~~…………

上位・関連計画

・ 交通空白地域の解消の検討 」

・コンパクト・プラス・ネットワ

・ 交通空白地域の解消
||・ 路線バス等の再編・ダイヤの見直しを検討し、町の

|

◆画南町立地適正化計画

◆函南町都市計画マスタ…プラン

・自動車交通から公共交通への転換を促進

◆東伊豆・中伊豆地域公共交通網形成計画
・公共交通利用者の確保

。観光客の利用促進 |こ関する取組の実施

―クの都市構造の実現

◆第六次函南町総合計画
0地域公共交通網の形成

＼

週転手が不足
・鉄道駅の利用者数は、

参
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課   題   1
コンパクトシティ・プラ

ス・ネットワークの考え

方に沿つた基幹公共

交通軸暉拠点の形成

が必要

課   題   2
持続可能な公共交通

に向け、既存公共交

通の維持、利便性向

上が必要

課   題   3
地域の特性や住民の

ニーズに応じた地域

公共交通の導入等が

必要

・本町では、町外への通学・通勤の利用者が多いものの、人□減少・少子高

齢化の進行に伴い、通勤・通学 |こよる利用者が減少することが想定されま

す。一方で、高齢者等、公共交通が必要な交通弱者は増加することが想定

されるため、交通弱者等の需要変化への対応が必要となつています。

・伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路をはじめとした道路整備等 |こより、自

家用車での移動の利便性が向上していますが、本町は近隣市町と比べても

公共交通利用割合は低い水準となつているため、総合的な利便性の向上が

必要となつています。

・各地域交通事業者 |こ おいて公共交通サービスの水準を維持するためには、

運転手の確保が必要であり、運転手不足の解消が必要となつています。

・その他の交通機関である福祉有償運送、その他送迎バス等の運行状況を踏

まえた、公共交通機関の構築が必要となります。

0本町では、「函南町立地適正化計画」を基に、コンパクトシティ・プラス・

ネットワークの考え方を推進しており、鉄道駅の利便性の向上、基幹公共

交通軸の強化が必要となつています。

・JR東海道本線、伊豆箱根鉄道駿豆線の 2本の鉄道が運行しており、鉄道

を利用した広域な移動が可能であり、今後とも交通結節点となる施設を中

心とした拠点形成が必要となつています。

OJR函南駅は、本町の中心的な市街地から離れているため、市街地との基

幹公共交通軸を維持しつつ、利用者の意向に対応した運行確保が必要とな

つています。

・伊豆箱根鉄道伊豆仁田駅は、本町の中心的な市街地 |こ近接しているもの

の、当駅を基点とした地域公共交通がありません。そのため、伊豆箱根鉄

道伊豆仁田駅周辺の拠点形成 |こ ふさわしい公共交通ネットワークが必要

となります。

・本町においては町域の大半が山間部となつており、高齢化率の高い丹那地

区、桑村地区等が交通空白地域となつています。これらの地域における移

動手段を確保することによる交通空白地域の解消が必要となつています。

・中心的な市街地から遠隔の別荘地が定住地にもなつており、一部の地区で

は自主運行バスにより公共交通手段は確保されているものの運行本数が

少ないなど利便性の向上が必要となつています。

・本町の文化的な施設、観光交流施設、健康増進施設等は市街地から離れた

位置に立地しているものの、これらの施設への公共交通機関によるアクセ

ス手段が限られています。そのため、本町の文化交流の促進、地域コミュ

ニティの維持などに向けて、公共交通での連絡が必要となつています。

・本町の商業施設は、東駿河湾環状沿道地区地区計画区域周辺の市街地に集

積しており、公共交通機関を利用し商業施設ヘアクセスする手段が限られ

ています。そのため、日常の買い物等を目的とした公共交通でのアクセス

性を確保する必要があります。
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4 地域公共交通網形成計画の基本的な方針

(1)地域公共交通の全体方針と目指す姿

① 上位計画における町の将来像

【第六次函南町総合計画(2017年 (平成29年)～ 2026年 (令和8年 ))】

基本理念  「環境・健康・交流都市函南」

基本国標 ○快適に安心して暮らせる環境づ<り

○コンパクトで効率的な都市づ<り
→地域公共交通網の形成

〇誰もが活き活きと暮らせる健康づくり

〇生涯にわたる学びを支える教育・文化づくり

○活力とゆとりを生み出す産業づ<り

○魅力とにぎわいのある交流づ<り

-10-

【函南町都市計画マスタープラン(2019年 (平成31年)～ 2038年 (令和20年 ))】

基本理念  「自然を育み誰からも愛されるにぎわいと魅力ある交流都市・函南」

将来都市像 〇誰もが安心して快適に暮らし多世代が交流する都市

→少子高齢化の進行を見据え、自家用自動車に過度に頼らないで、市街地内の

移動や集落地等からの移動手段を確保するとともに、多世代が交流できる都

市づ<り を推進します。

○新しい風 (交流活力)を活かす都市

○豊かな自然環境と共に生きる都市

○安全に暮らせる災害に強い都市

〇町民と事業者、行政の協働でまちづ<り を進める都市



② 地域公共交通の全体方針と目指す姿

函南町が目指す町の将来像を実現するために公共交通が果たすべき役割は、交通・交流の結節

点となる拠点の形成を支えるとともに、集落地から拠点まで、拠点間の連携を高め、誰もが利用

できる、利用した<なる移動手段 (網)を提供することです。

そのため、以下のように全体方針を設定します。

拠点の形成と 誰もが利用できる 利用した<なる 公共交通網の形成

町民が通勤・通学・買い物・通院等の日常生活において、既存公共交通網の利便性を維持しな

がら、町民や来訪者を含めたあらゆる方長が、更に利用しやす<なるよう、利便性の向上を目指

します。

また、本町は町域が広<、 住宅地・集落地が分散していることから、デマンド交通の導入や自

主運行バスなど、地域に最適な公共交通の構築・推進を図るとともに、それぞれの公共交通が連

携して本町の公共交通網 (ネ ットワーク)を形成します。

○既存の公共交通の維持、利便性向上を目指します。

○各拠点や鉄道駅を結′3や路線バス等の再編・ダイヤの見直しを検討し、町の骨格軸となる公共

交通網の形成を目指します。

○中山間集落地と都市中心拠点 (函南町役場周辺)・ 都市にぎわい交流拠点 (東駿河湾環状沿道

地区地区計画区域周辺)を自主運行バスやデマンド交通などで結び、交通空白地域の解消を目

指します。

○IC丁、∧1等の最新技術の公共交通への導入可能性を注視し、技術や環境の目まぐるしい変化

に対応することで、利用され続ける公共交通を目指します。
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③ 将来公共交通網構想図               |
地域公共交通網は、「函南町都市計画マスタープラン」、「函南町立地適正化計画」における位置

づけを基に地域公共交通網における拠点、公共交通ネットワーク軸を定め、1晋来公共交通網構想

図を設定します。

【地域 おける拠点】

※地域公共交通網における拠点の名称については、都市計画マスタープランの位置づけにある名称としています。

都 市 中 心 拠 点

」lら

■ド

≪拠点となる施設≫

函南町役場
≪拠点の方向性 (都市計画マスタープランより抜粋)≫

函南町の都市活動を中心的に支える拠点として都市機能の維持・充実を

図ります。
≪地域公共交通網における拠点の主な役割≫

都市にぎわい交流拠点、地i或交流拠点、文化・コミュニティ活動交流拠
点、観光交流拠点と連絡し、町内公共交通の中継地点

都 市 |こ ぎ わ い

交 流 拠 点

all'・・・
°1'`

■■■日腱J

≪拠点となる施設≫

東駿河湾環状線沿道地区地区計画区域周辺の商業施設
≪拠点の方向性 (都市計画マスタープランより抜粋)≫

新たなにぎわいや交流を創出する拠点として都市機能の維持・充実を図

ります。
≪地域公共交通網における拠点の主な役割≫

主に都市中lb拠点、地域交流拠点と連絡し、町民の生活を支える機能を
兼ね揃えた拠点

地 域 交 流 拠 点

が中
亀

鶴彙√

≪拠点となる施設≫

伊豆箱根鉄道伊豆仁田駅、伊豆箱根鉄道大場駅、JR函南駅
≪拠点の方向性 (都市計画マスタープランより抜粋)》

交通結節点及び地域の中心地として、駅利用者や後背に拡がる住宅地の

日常生活を支える商業等の都市機能の誘導を図ります。
《地域公共交通網における拠点の主な役割》

町内と町外をつなぐ広域的な交通結節点

≪拠点となる施設≫

かんなみ知恵の和館、西音:コ ミュニティセンター、農村環境改善センター

≪拠点の方向性 (都市計画マスタープランより抜粋)≫
文化活動や日常的な都市活動の場としての活用や機能の集積を図りま

す。

≪地域公共交通網における拠点の主な役割≫

主に都市にざわい交流拠点、地域交流拠点と連絡し、町民の文化活動や
日常的な都市活動を支える機能を兼ね揃えた拠点

観 光 交 流 拠 点

≪拠点となる施設≫

道の駅・川の駅「伊豆ゲートウェイ函南」
≪拠点の方向性 (都市計画マスタープランより抜粋)≫

本町のアピールや観光促進の役割を果たす、まちの顔として機能充実を

図ります。
≪地域公共交通網における拠点の主な役割≫

主に地域交流拠点と連絡し、観光機能を兼ね揃えた拠点

-12-
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【公共交通ネットワーク軸】

基幹公共交通軸

本町の公共交通

の根幹を担う

既存の鉄道・

バス路線

広 域 都 市 連 携 軸

賤警簸錮

本町と周辺市町を

結′Sヽ鉄道

≪公共交通ネットワーク軸 (運行する公共交通)≫

JR東海道本線、伊豆箱根鉄道駿豆線

≪公共交通ネットワーク軸としての役割≫

本町と周辺市町とを結ぶ移動を支え、町民の通

勤・通学の交通手段として利用を促進するとと

もに、町内の多様な交流を促進する地域公共交

通として利便性の向上を図ります。

拠 点 間 連 携 軸

0000畿惨

「地1或交流拠点」及び

「都市中山拠点」を

結6ヽバス路線

≪公共交通ネットワーク軸 (運行する公共交通)≫

伊豆箱根バス(JR函南駅、伊豆箱根鉄道大場駅、

函南町役場 (岐れ道)間を運行する路線)

≪公共交通ネットワーク軸としての役割≫

本町の中心となる主要な交通結節点等 (JR函南

駅、伊豆箱根鉄道大場駅、函南町役場)を結ぶバ

ス路線を位置づけ、本町のバス路線の主要基幹

軸となる地域公共交通として利便性の向上を図

ります。

生 活 連 携 軸

● ´ t・ ■ ●■.

≪公共交通ネットワーク軸 (運行する公共交通)≫

伊豆箱根バス (函南町役場 (岐れ道)から畑毛温

泉や熱海方面へ運行する路線)

≪公共交通ネットワーク軸としての役割≫

本町の中心となる主要な交通結節点 (JR函南

駅、伊豆箱根鉄道大場駅、函南町役場)から離れ

た位置にある住宅地・集落地を結ぶバス路線を

位置づけ、通勤・通学・買い物など町民の生活を

支える基幹軸となる地域公共交通として利便性

の向上を図ります。

支線公共交通軸

基幹公共交通軸

を補完し、町内

の各拠点と地域

を

結′Sヽ公共交通

月―
」ヒ

[

活 連 携 軸

地 域 主 体 ]

0●●●●争

「地1或交流拠点」及び

「都市中心拠点」と

各地1或 を結′Sヽ

公共交通又は

その他の交通

≪公共交通ネットワーク軸 (運行する公共交通)≫

南箱根ダイヤランド循環バス (株式会社東河バ

スオレンジシャトル)、 丹那区自主運行タクシ

(新規 :その他地域主体の地域公共交通など)

≪公共交通ネットワーク軸としての役割≫

各交通結節点までの地域内の移動を支える地域

公共交通として位置づけます。地域特性や利用特

性、需要等を見極め、地元地域とともに運行方法

を柔軟に検討し、地域住民の日常生活や通勤・通

学の交通手段として確保・維持を図ります。

生 活 連 携 軸

[町 主 体 ]

「地1或交流拠点」及び

「都市中心拠点」と

各地1或 を結′Sヽ

公共交通

≪公共交通ネットワーク軸 (運行する公共交通)≫

新規 :拠点循環バスなど

≪公共交通ネットワーク軸としての役割≫

各交通結節点までの地域内の移動を支える地域

公共交通として位置づけます。地域特性や利用特

性、需要等を見極め、運行方法を柔軟に検討、実

証運行を実施し、地域住民の日常生活や通勤・通

学の交通手段として本格導入を目指します。

-13-
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函南町地域公共交通網形成計画

(2)地域公共交通網形成計画の基本的な方針

I 既存のニーズと交通機関を活か した基幹交通の再編

町内には路線バスのほか、自主運行バス、病院や集客施設の送迎バス、スクールバスが運行

されていますが、利用範囲は限定され、これらの交通機関の輸送能力が十分活用されていない

状況にあります。

既存のニーズに応えつつ、既存の交通機関を効率的・効果的に活用した新たなバス路線の構築

を目指します。

(取組 。事業の方向性)

1 既存公共交通の見直し・改善

○基幹交通は行政・ 交通事業者が連携して、既存路線の維持・強化を図ります。

○拠点性を有する施設 (中心市街地、公共施設、鉄道駅等)へ交通結節点機能 (乗り換え・定

時運行)を付加し、公共交通の利便性を高めます。

2 既存の交通機関の有効活用

○送迎バス・ スクールバスの目的外利用や自主運行バスを含めたバス路線の再編を図ります。

Ⅱ 幅広い交流を目指 した公共交通網の形成

町内には豊かな自然や文化・観光等の交流拠点があるものの、市街地から離れた位置|こ立地

しており、誰もが利用できる状態にありません。

これらの拠点を公共交通で結′3ヽことで新たな交流をつ<り、公共交通の活性化を目指します。

(取組 0事業の方向性)

1 拠点間を結ぼ公共交通網の形成

○公共交通 (鉄道・路線バス等)で交流拠点を結び、日常生活の利用に加えて観光利用の促進

を図ります。

○拠点間の連携により、公共交通の利用ニーズの新規拡大と利便性の向上を図ります。

2 観光・文化資源の活用による利用促進

○各拠点における観光・ 文化資源を情報発信することにより、町内周遊を促進します。

―-15-
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Ⅲ 持続可能な公共交通の推進

急速に進む少子高齢化、将来の人□減少などによる公共交通利用者の減少やニーズの変貌など

により、これまでの公共交通の形態では事業の継続が困難になっていきます。

利用者層とニーズに合致した、効果的 0効率的な公共交通の形態と運営により、持続可能な公

共交通を目指します。

(取組・ 事業の方向性)

1 わかりやすい・使いやすい公共交通の推進

○わかりやすく使いやすい、誰もが利用できる公共交通を目指します。

○車両のバリアフリー化など多様な利用者の利便性を確保し、公共交通の活性化を図ります。

2 公共交通維持に向けたモビリティ・ マネジメントの実施

○将来を見据え交通弱者の移動を支えるために、必要な交通手段の確保に努めます。

○公共交通事業の継続のため、利用活性化のための環境づ<り を推進します。

○公共交通に対する高いモチベーションを有する企業や人材を発掘し、公共交通事業の継続や

デマンド交通の運行を目指します。

3 その他持続可能な公共交通のための取り組み

○持続可能な公共交通を目指すため、副次的収入の検討により運行収支の適正化を図ります。

Ⅳ 地域の特性に応 じた交通モー ドによる支線交通の形成

本町は町域が広<、 住宅地・集落地が分散し、交通空白地域も広<あり、現況の公共交通網や

その利用状況、公共交通に対するニーズは様々です。

このことから各地域の特性や住民のニーズ|こ応じて、デマンド交通や自主運行バスの推進など

を含んだ交通空白地域の解消と公共交通の活性化を目指します。

(取組・ 事業の方向性)

1 地域で考える支線交通の形成

○支線交通は行政が地域を支援し、町民・地域団体、行政、交通事業者等が共に考え行動し、

地域主体の公共交通の運行の実現を目指します。

○地域の特性・ニーズを踏まえた公共交通の検討・ 実施を進め、コンパク トシティ・プラス・

ネットワークの実現に向け拠点間を連携する公共交通軸の形成を目指します。

○公共交通の維持や新規導入については、地域の理解・協力が不可欠であり、より多<の町民

の利用を促すために積極的な情報交換を継続します。

2 利用者負担軽減による支線交通の実現

○利用者の負担を軽減することで支線交通の形成と活性化を目指します。

○経済的負担の面からも高齢者・障がい者の外出を支援し、介護予防とあわせて公共交通の活

性化を図ります。

― 囃6-
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5 「目指す姿」を実現するための施策 口事業

5-1 地域公共交通の施策・事業の立案

本計画の「目指す姿」を実現するために実施する施策・事業を以下のとおり整理します。

全体方針 目指す姿 基本方針 今後の取組 :施策事業

各拠点や

鉄道駅を結ぶ

町の骨格軸

となる

公共交通網

を形成

中山間集落地

と拠点を結び、

交通空白地を

角翁肖

最新技術等ヘ

対応 し、

利用され続ける

公共交通を形成

I既存のニーズと

交通機関を

活かした

基幹交通の再編

Ⅳ 地域の特性

に応 じた

交通モー ド

による支線交通

の形成

1 拠点間を結ぶ公共交通網の形成

4拠点循環バスの新規導入 (実証)

2 観光 。文化資源の活用による利用促進

⑤バスマップ 。施設案内等の情報発信ツール作成に

よる利用促進

■■■■

1 わかりやすい 。使いやすい公共交通の推進

6運行情報・乗り換え情報等の提供

71車両のバリアフリー化・多様な利用者に対応した運用

2 公共交通維持に向けたモビリティ・マネジメント

の実施

8地域公共交通会議・意見交換会等の設置・継続開催

0イベント・講習会等による公共交通の利用促進の啓発
ID公共交通サポーター制度等による利用促進、公共交

通に携わる企業等の発掘・育成

■‐運転手の採用・養成 。支援等

3 その他持続可能な公共交通のための取り組み

(21広告等副次的収入の検討 。獲得

1 地域で考える支線交通の形成

CI地域交通形成のための地区別懇談会等の開催

0交通空白地1或への対応

2 利用者負担軽減による支線交通の実現
.6利用者補助 (割引・補助券等の配布等)

拠
点
の
形
成
と

誰
も
が
利
用
で
き
る

利
用
し
た
＜
な
る
公
共
交
通
網
の
形
成

1 既存公共交通の見直し。改善
| ‐■1路線バスのルート再編・ダイヤの見直し

②バス 。鉄道の連絡強化 (待含 。乗換環境の整備)

2 既存の交通機関の有効活用
13送迎バス・スクールバスの有効活用 。相互利用

Ⅱ 幅広い交流を

目指 した

公共交通網の

形成

Ⅲ 持続可能な

公共交通の推進

既存の

公共交通を

維持し、

利便性を向上

l

-17-
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5-2 事業の概要

鶉
2020年度

(令和2年度)

2021年度

(令和3年度)

2022年度

(令和4年度)

2023年度
(令和5年度)

2024年度

(令和6年度)

① 路線バスのルート再編・ダイヤの見直し
調 査 検討・協議・申請

奉野,褻・:孵勢脅 ]継

|     |
. ,■

運行形態を変更

貯
錢鐵:惨 驀

②
バス 。鉄道の連絡強化 (待合・乗換環境の

整備)                | 日

|     |
点検 ,検討・協議

綺 颯 攀 鞭

宰

鞣 議 襟嵯 :…

5銭

黎 .`:鼈

---->

③
送迎バス・スクールバスの有効活用・相互

利用

ー

検討 ・協議
|

|

|

|

|

|

運行形態を変更

|

Ⅱ

④ 拠点循環バスの新規導入 (実証 ) 1
運行計画策定

|    |    |
運行手続・実証運行・運行の導入調整

⑤
バスマップ・施設案内等の情報発信ツール

作成による利用促進 (

検討・協議・実施
|

更新
卜‐‐‐ロトロ"― a)

|

Ⅲ

⑥ 運行情報・乗り換え情報等の提供 C

検討・協議 導入

r-fr+>

⑦
車両のバリアフリー化 。多様な利用者に対

応した運用              `
導入・実施

③
地域公共交通会議 。意見交換会等の設置 。

継続開催               C

|        |
|        |

設置・継続開催

◎
イベント・講習会等による公共交通の利用

促進の啓発              (

検討・協議

)rrrn:

|

実施

ド
r--E-)

⑩
公共交通サポーター制度等による利用促

進、公共交通に携わる企業等の発掘・育成 1

検討・協議 実施

卜い―“いP田“暉)

① 運転手の採用 0養成 。支援等
(

検討・協議

―
ローー】Fr:rx

実施
|

「

-----)

⑫ 広告等副次的収入の検討・獲得
1

検討・協議 実施

トーコー=トロー暉)

Ⅳ

①
地域交通形成のための地区別懇談会等の

開催
開催・継続

交通空白地域への対応
q

|

検討・実験 .協議

|rrrrr rrrr)

⑮ 利用者補助 (割引・補助券等の配布等) 検討 協議

)rrrr
導 入

rrrr)

整備

① 導入

― 霧8-
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基本方針

I
既存のニーズと交通機関を活かした基幹交通の再編

【イメージ】 路線バスのルート再編・ダイヤの見直し

■ダイヤの見直し

鉄道と路線バスのダイヤ接続 (乗 り継ぎ時間が短い若し<は長い等)を改善します。

【事業の方向性】

○基幹交通は行政・交通事業者が連携して、既存路線を維持するため、見直し・

改善を図ります。

○拠点性を有する施設 (中心市街地、公共施設、鉄道駅等)へ交通結節点機能 (乗

り換え 0定時運行)を付加し、公共交通の利便性を高めます。

1 既存公共交通の見直し 0改善

①

事業内容
既存バス路線の維持するため、ルート再編・ダイヤの見直しや改善 (乗継利便

性の向上を含む)を行います。

事業期間 2020年度 (令和2年度)～2024年度 (令和6年度)

事業主体 交通事業者・町

2
2021年度
(令和3年度)

2022年度
(令和4年度)

2023年度
(令和5年度)

2024年度
(令和6年度)

調査・検討・協議・申請 運行形態を変更
霧 難 騨 雄 籐 嬢 纂 霧 鶴

路線バス到着
乗換時間 (分 )

JR発 車時刻
時刻

上 り 下 り 時間帯 上 下り(静岡方面行き)

40

6:39 18 26   57
7:01

7:31

９
劇ヽ

′
ｔ

６
ヽ
リ

ー
′０

3017

52
8:01 8     39    50 10    31    55
9:01 10    22    42    57 13    32    45
10:31 13    38    58 7    24    41
11:41 15    35    50 8    22    46    56
12:41 17 12    32    58 16   43

18    33    57 4    22    42
13    34 2    21    45
0    28    42    59 0    25    48

16:31 _14 20    33    51 5    25    45

10

12

11

15

16

17:36 15 1」1:L.Ⅱ .Ⅱ.口.口,.=:LLⅡ.Ⅱ.Ⅱ.Ⅲ.1■ :lⅢ ,,ⅢⅡⅢⅢⅢⅢⅢ..…¬l 5    18    32    46    59
雨

｀ 14    29    44
乗換時間が短い

19:26 17 19 3    19    31    46    57

路線バスのルート再編・ダイヤの見直し 鰊躙

乗換時間が長い

1,

10

-19-
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② バス・鉄道の連絡強化 (待含・乗換環境の整備)

事業内容

鉄道駅、中心市街地、公共施設等、拠点性を有する施設へ交通結節点機能 (乗

り換え・ 定時運行)を付加します。また、待合施設等乗換環境の整備を点検・

検討・協議の上で必要に応じて実施します。

事業期間 2020年度 (令和2年度)～2024年度 (令和6年度)

交通事業者・ 町・施設事業者

2020年度
(令和2年度

2021年度
(令和3年度)

点検・検討 ・協議

2022年度
(令和4年度)

2023年度
(令和5年度) (令和6年度)

整備

-rrrr-r,

【事業の方向性】

○送迎バス・スクールバスの目的外利用や自主運行バスを含めたバス路線の再編

を図ります。

2 既存の交通機関の有効活用

③ 送迎バス・ スクールバス等の有効活用・ 相互利用

事業内容
送迎バス・ スクールバスについては、利用者の意向を把握し、目的外利用や自

主運行バスを含めたバス路線の再編を図ります。

事業期間 2020年度 (令和2年度)～2024年度 (令和6年度)

事業主体 交通事業者 (既存自主運行業者含む)・ 町・学校・地域住民

検討

2020年度
(令和2年度)

2021年度
(令和3年度)

2022年度
(令和4年度)

2023年度
(令和5年度)

2024年度
(令和6年度)

【参考事例】 送迎バス・スクールバス等の有効活用・相互利用

■スクールバスと民間バス等の統合 (徳島県那賀町)

地域住民を混乗化したスクールバスを運行してい

たが、人□の過疎減少に起因する児童・生徒の減少に

対処するための学校統廃合により混乗化したスクー

ルバスの運行を取りやめ、民間路線バスや町代替バス

ヘ統合しています。

統合に伴い、児童 0生徒の通学にあたつては、町に

よる財政負担を実施しています。また、町内にある県

立高等学校に通学する高校生については通学定期券

の定率補助等、通学支援を実施しています。
出典 :四国運輸局

26 -
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幅広い交流を目指した公共交通網の形成
基本方針

Ⅲ

【事業の方向性】

○公共交通 (鉄道・路線バス等)で交流拠点を結び、日常生活の利用 |こ加えて観

光利用の促進を図ります。

○拠点間の連携により、公共交通の利用ニーズの新規拡大と利便性の向上を図り

ます。

事業内容
交流拠点を結ぶコミュニティバスの導入に向けて実証運行を行い、本格導入を

目指 します。

2020年度 (令和2年度)～2024年度 (令和6年度)事業期間

事業主体 交通事業者・ 町・施設事業者・観光事業者

(令和6年度)

運行手続 ・実証運行 ・運行の導入調整

令和2年度)

運行計画策定

2021年度
(令和3年度)

■拠点循環バスの新規導入イメージ

一 慇雛 ―

2022年度
(令禾]4年度 )

2023年度
(令和5年度)

都市にぎわい

交流拠点
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交通事業者・ 町・施設事業者・観光事業者

2020年度 2022 2023 4年度

(令和2年度) 年度)
/△
ヽ

~「

コ (令和5年度) (令和6年度)

更新

2 観光 0文化資源の活用による利用促進

【事業の方向性】

○各拠点|こおける観光・文化資源を情報発信することにより、町内周遊を促進し

ます。

⑤ バスマップ・施設案内等の情報発信ツール作成による利用促進

観光・文化施設・イベント案内等観光事業者と連携し、バスマップ・施設案内

等の情報発信ツールを作成します。

また、路線バスダイヤの周知にあたっては、町HPや町民カレンダーに情報を追記

します。

2020年度 (令和2年度)～2024年度 (令和6年度)

事業内容

事業期間

事業主体

【参考事例】 ノヾスマップ・施設案内等の利用促進ツール作成

■バスマップによる乗り方案内 (静岡県小山町)

小山町では、地域コミュニティの維持・構築のため、そして将来|こわたって継続した運行

と「だれもが利用しやすい公共交通」とするため検討を行ない、町内南北を結ぶ路線バス|こ

対して 路線バスを主体とした幹線系統と接続・共存する町内交流の軸として、コミュニテ

ィバスを運行しています。コミュニティバスの利用促進を目的とし、バスマップによるルー

ト、時亥」表の周知と共に、バスの乗り方案内や町内の主要施設等を掲載しています。

|=躍鰯
=よ

も■|・'

I

e口配●

醸□鵬■■

慶「
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節警
）
一

■
■
■

出典 :静岡県小山町HP

バス利用のミカタ
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函南町地域公共交通網形成計画

饉
魔
覆
醸
機

持続可能な公共交通の推進

【事業の方向性】

○わかりやすく使いやすい、誰もが利用できる公共交通を目指します。

○車両のバリアフリー化など多様な利用者の利便性を確保し、公共交通の活性化

を図ります。

事業内容
運行情報・乗り換え情報等をわかりやすく提供し、乗り換えを含む利用を促

進します。

事業期間 2020年度 (令和2年度)～2024年度 (令和6年度)

事業主体 交通事業者・ 町

1年度

(令和2年

検討

(令和5年度)

導入

【参考事例】 運行情報・ 乗り換え情報等の提供

■バス停におけるわかりやすい時刻表等の掲示 (しずてつジャス トライン)

・ 目線の流れ |こ沿って情報を表示する

・重要な情報 (平日の時刻)を目線の高さに表示する

・乗り場案内に広告物などの掲示がな<す つきりしている

各喪い場|こ 表示する乗り揚事

"は
、‐青

=号
を実約し、表示する||1略 や内

容、ルールなとを誤け、 ,曇不足なくEi映 な :毒

=■
をitl其 している_

拡大図

■F=.=、 ■ζ■●IF‐ .■

||ニ コ _[■■■日 Pヽ I¬

さ |二 : II=

①系統略図

行きたぃ嬌「「ム

行 [1る か 薫
つ

かなつ

②経菫地情報
こここ

"ろ
J)

乗り局案内

チ・
,― シ心■ 11「ロ

:毒刻 |こ 関寸る
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基本方針

1 わかりやすい。使いやすい公共交通の推進

⑥ 運行情報・ 乗り換え情報等の提供

協議

目機の議れ

乗 り乃 |[関 する情露

出典 :中部運輸局
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事業内容
車両のバリアフリー化、高齢者・障がい者などに配慮した運用など多様な利

用者の利便性を確保します。

事業期間 2020年度 (令和2年度)～2024年度 (令和6年度)

事業主体 交通事業者・ 町

2020年度
(令和2年度)

2021年度
(令和3年度)

2022年度
(令和4年度)

2023年度
(令和5年度)

導入・実施

【事業の方向性】

○将来を見据え交通弱者の移動を支えるために、必要な交通手段の確保に努めます。

○公共交通事業の継続のため、利用活性化のための環境づ<りを推進します。

○公共交通に対する高いモチベーションを有する企業や人材を発掘し、公共交通

事業の継続やデマンド交通の運行を目指します。

事業内容
地i或公共交通会議は年1回を目途に開催します。また、公共交通確保・活性化

のため |こ意見交換会等を設置し、各団体との調整を図ります。

事業期間 2020年度 (令和2年度)～2024年度 (令和6年度)

事業主体 交通事業者・ 町・地1或住民

2021年度
(令和3年度)

設置・継続開催

202

- 24 -

⑦ 車両のバリアフリ∵化 ,多様な利用者に対応した運用

2024年度
(令和6年度 )

2 公共交通維持に自けたモビリティ・マネジメントの実施

③ 地域公共交通会議・ 意見交換会等の設置・継続開催

2022年度
(令禾□4年度)

2023年度
(令和5年度 )



函南町地域公共交通網形成計画

事業内容
地i或公共交通利用促進・活性化イベント、講習会、ノーマイカーデー等の利用

促進 |こ係る取り組みを立案し、公共交通利用促進の啓発を行います。

事業期間 2020年度 (令和2年度)～2024年度 (令和6年度)

事業主体 交通事業者・ 町・地域住民・その他

2021 2022年度
度 )

2023年度
(令和2年度

2024年度
(令和6年度)

検討 ・協議

【参考事例】 イベント・講習会等による公共交通の利用促進の啓発

■公共交通 |こふれあうイベン ト (長野県松本市)

中心市街地 |こ ある花時計公園を

会場に、アルピコ交通の路線バスの

展示、運転席見学、西部地1或 コミュ

ニティバスの試乗会、公共交通や次

世代交通政策 |こ 関係する資料展示

のほか、アルビコ交通の乗務員 |こ よ

るバスの車両の紹介や、長野県警察

の交通安全体験車「チャレンジ号」

による交通安全啓発など、多様なコ

ンテンツを楽 しめるイベン トとな

つています。

醸

出典 中部運輸局

|【参考事例】 イベント・講習会等による公共交通の利用促進の啓発

■乗り方教室の開催 (東海自動車)

路線バスやデマンド型交通等の利用方法の周知、禾」用促進に向け、交通事業者だけでな

<、 市町ととも|こ高齢者等も対象 |こ した乗り方教室を開催しています。

誌 lJ

出典 :東伊豆 。中伊豆地域公共交通網形成計画
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⑨ イベント・講習会等による公共交通の利用促進の啓発
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函南町地域公共交通網形成計画

【事業の方向性】

○持続可能な公共交通を目指すため、副次的収入の検討により運行収支の適正化
を図ります。

事業内容
交流拠点・車両・マップ等への広告掲載その他副次的収入を検討し、実施 0獲

得を目指します。

事業期間 2021年度 (令和3年度)～2024年度 (令和6年度)

事業主体 交通事業者・町・施設事業者・観光事業者

(

検討・協議

(令和6年度)

2024年
(令和3年度)

202

- 27 -

3 その他持続可能な公共交通のための取り組み

⑫ 広告等副次的収入の検討・獲得

2020年度
(令和2年度)

実施



函南町地域公共交通網形成計画

1 地域で考える支線交通の形成

【事業の方向性】

○支線交通は行政が地域を支援し、町民・地域団体、行政、交通事業者等が共に

考え行動し、地域主体の公共交通の運行の実現を目指します。

○地域の特性・ニーズを踏まえた公共交通の検討・実施を進め、コンパクトシテ
ィ・プラス・ネットワークの実現に向け拠点間を連携する公共交通軸の形成を
目指します。

○公共交通の維持や新規導入については、地域の理解・協力が不可欠であり、よ
り多<の町民の利用を促すために積極的な情報交換を継続します。

⑬   地域交通形成のための地区別懇談会等の開催

さ業出栄 地区別懇談会等を開催し、地域の特性 0ニ ーズを踏まえた地域主体の公共交通
手未1/J省

 の運行の実現を目指します。

事業期間 2020年度 (令和2年度)～2024年度 (令和6年度)

事業主体 交通事業者・町・地域住民

2020年度   2021年 度
(令和2年度) (令 和3年度)

2022年度
(令和4年度)

開催・継続

2023年度
(令和5年度)

2024年度
(令和6年度)

【継続実施事業】 地域交通形成のための地区別懇談会等の開催

本町では、地域主体の地域公共交通の運行

に向け、町主導による地区別懇談会を開催し

ています。

地区別懇談会を通して、地域公共交通の理

解を高め、必要性・重要性が高い地域につい

ては、地元住民主導により、新たな地域公共

交通の導入を検討します。 |■||

基本方針
地域の特性に応じた交通モードによる支線交通の形成

‐ ‐                  ‐                 ‐ ‐     - 28 -



函南町地域公共交通網形成計画

⑭ 交通空白地域への対応

事業内容
既存の自主運行バス・タクシー事業の拡充、デマンドタクシー等の新規導入、

運転ボランティア活用の検討・実験を行い、導入を目指します。

2020年度 (令和2年度)～2024年度 (令和6年度)事業期間

事業主体

【見直し案 1】

既存路線バスによる対応

・路線バスの運行経路見直し(一部分

が交通空白地1或を経由するなど)

【見直し案 2】

新たな地域交通の導入による対応

・新たな地域公共交通 (デマンド型交

通、有償運送 (市町または福祉、

NPOなどの運行)など)の導入

出典 :東伊豆 。中伊豆地1或公共交通網形成計画

i交通空自地域 l
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交通事業者・ 町・地域住民

2021年度   2022年 度
(令和3年度) (令 和4年度)

2023年度
(令和5年度)

2024年度
(令和6年度)

検討 ・実験・協議 導入

【イメージ】 交通空白地域への対応

■既存路線バスの見直しや新たな地

域公共交通の導入 (※県計画より

引用)

本町では、町内を運行する路線バ

ス等でカバーされない交通空白地域

が存在しています。

交通空白地域への乗り入れ拡大を

目的とし、以下の見直し案を検討 0実

験します。



【事業の方向性】

○利用者の負担を軽減することで支線交通の形成と活性化を目指します。

○経済的負担の面からも高齢者・障がい者の外出を支援し、介護予防とあわせて

公共交通の活性化を図ります。

事業内容
割引・補助券の配布・シルバーパスの導入等、高齢者・障がい者の外出支援策

の観点からも料金支援を検討します。

事業期間 2020年度 (令和2年度)～2024年度 (令和6年度)

事業主体 交通事業者・ 町・地域住民

2024年度
(令和6年度)

検討・協議

【継続実施事業】 利用者補助 (割引・ 補助券等の配布等)

■函南町福祉タクシー等利用料金助成要綱の推進

本町では、「函南町福祉タクシー等利用料金助成要綱」に基づき、在宅で生活されてい

る80歳以上の高齢者と、重度障害がある方の外出支援を目的として、福祉タクシー指定

事業者 0路線バス・伊豆箱根鉄道 (駿豆線のみ)・ タクシーで利用できる福祉タクシー等

利用券 (年間上限額 15,○○○円、100円分の利用券を150枚。)を支給しています。

函南町地域公共交通網形成計画
■菌薔菫菌薔■百顧百面百■百百面薗百■百百爾面面■■■百薔■百菌薔百百口百百可百面面百■■■■■■■■百薔苗■■■百■百百■■■百百■■■■■■百■■■箇■菫
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函南町地域公共交通網形成計画

6

6-
計画の達成状況の評価

1 数値目標

全体方針「誰もが利用できる 利用した<なる公共交通網の形成」とそのために目指す姿の実

現のため、各基本方針に対して数値目標を設定し、本計画を着実に実行します。

目標については、目指す姿に対して項目を設け、それぞれが地域や利用者にとつて快適で使い

やすいものとして認知され、より多<の人々に利用される公共交通網に向かつているかを検証し

ます。

表 :評価指標と目標値一覧

基本方針
番

5
言平価 l旨標

数値目標

現況値

目標値

2024年度

(令和6年度 )

既存のニーズと

交通機関を

活かした

基幹交通の再編

①

路線バスの年間利用人数

(路線バス利用者数)

※事業者データによる

241,195人 /年

※2017年度 (平

成29年度)

250,000人 /年

Ⅱ 幅広い交流を

目指 した

公共交通網の形成

②

実証運行の満足度

※利用者アンケー トによる

※5段階評価

3.5

Ⅲ 持続可能な

公共交通の推進
③

バスの現状に対する満足度 (総

合評価)

※利用者アンケー ト調査による

※5段階評価

3.2

※2019年度 (令

和元年度)実施

3.5

Ⅳ 地域の特性

|こ応 じた

交通モー ドによる

支線交通の形成

④

交通空白地域解消に向けた施策

として、支線交通を導入・改善

した新規案件

1件

-3霧



函南町地域公共交通網形成計画

6-2 計画の達成状況の評価

事業の実施状況、社会情勢や町民のニーズの変化を適宜把握し、事業内容を適切に改善してい<
ことが必要であることから、地域住民や交通事業者、町 (行政)等の関係者が協働・連携し、計画

の立案 (Plan)・ 計画の実施 (Do)・ 計画の評価 (Chёck)・ 計画の改善 (Action)の PDCAサイ

クルを繰り返し実施 (スパイラルアップ)し、地域公共交通を確保・維持・改善してい<ものとし

ます。

また、事業の実施にあたっては、IC丁、AI等の最新技術の公共交通への導入可能性を注視し、技

術や環境の目まぐるしい変化に対応します。

Plan
Do

(立案)

(実施)

J 譴
町 (行政)

積極的かつ適切に関与 交通事業者
し実施を支援提供  利便性の高い

協働
サービスの提供

連携
ICT、 ∧1等の最新技術の公共交

通への導入可能性を注視・対応‐||||■ |||||,|‐

heck
(評価)

CAc

本計画の評価については、『函南町地域公共交通会議』において実施します。本計画については、

日標年次において各基本方針で設定した数値目標の評価・検証し、会議の中で報告・協議を行いま

す。加えて、各取り組み事業の進捗についても、年度単位で報告・協議を行い、事業の課題を明ら

かにした上で計画・事業を適宜改善します。

評価スケジュール

年度
2019年度

(令和元年度)

2020年度

(令和2年度)

2021年度

(令和3年度)

2022年度

(令禾□4年度)

2023年度

(令和5年度)

2024年度

(令和6年度)

本計画の立案
計画策定

________＼
ブ

」
次期計画策定必 適宜見直

……可

事業の実施

事業・計画の

実施

事業・計画の

言平1面

時

事業の評価

鉾

事業の評価

鰺

事業の評価

餞

事業の評価

鰊

事業の評価

事業・計画の

改善 見直し。改善 見直し 0改善

鍼

見直し。改善

聰

見直し。改善 見直し。改善

32 -

馨
″



函南町地域公共交通網形成計画

7 用語集

地域公共交通

地域住民の日常生活若し<は社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地i或 を来訪

する者の移動のための交通手段として利用される公共交通機関のこと。

デマンド交通

「デマンド」とは要望のことで、乗客から事前に連絡 (予約)を受けて、基本となる路線以

外の停留所に立ち寄つたり、運行を開始したりするなど、乗客の要望を運行に反映できる運行

形態をいう。

コミュニティバス

地域の住民の利便向上等のため一定地域内を運行するバスで、車両仕様、運賃、ダイヤ、バ

ス停の位置等を工夫したバスサービス。狭義には、乗合バスによる運行を意味するが、広義に

は、自家用車による市町村運営有償運送まで含める場合もある。

福祉タクシー

患者の運送や車椅子利用者などのために、寝台を備え付けた車両や、リフ トを備え車椅子に

座つたままで乗り降りできるタクシー。

バス路線

乗合バス (路線定期運行・路線不定期運行)の業務遂行上のために定める一定区間の道路 (私

道を含む場合もある)。

モビリティ・マネジメント (MM)
一人ひとりのモビリティ (移動)が、社会にも個人にも望ましい方向 (例えば、過度な自動

車利用から公共交通や自転車等を適切に利用する方向)に自発的に変化することを促す、コミ

ュニケーションを中心とした取り組み。

ノーマイカーデー

特定の日にちや曜日を決めて自動車の利用を自粛する取り組み。「ノーカーデー」ともいう。

混乗化

児童・生徒や高齢者が利用することを目的としたスクールバスや福祉バスな ど、利用者が

限定されているバス等に、一般の利用者も乗ることができるようにすることで、既存交通資源

の有効活用策の一つ。

バリアフリー

高齢者、障がい者等が社会生活してい<上での物理的、社会的、制度的、lb理的および情報

面での障壁 (バリア)を除去するという考え方。公共交通機関のバリアフリー化とは、高齢者、

障がい者等が公共交通機関を円滑に利用できるようにすること。

33


	10　地域公共交通 ( 原案 )  町は、これで進めようとしています。
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